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（有）新都設備

\22,594,000
3

那須塩原市　三区町　地内
入札
順序

No.

2
那須塩原市高林702

入札
順序

No. 125019

国道４号配水管布設工事（第２工区）

\28,600,000
1

那須塩原市　野間33-10　ほか
入札
順序

No. 125018

高林第２配水池定水位弁更新に伴う電気設備工事
（株）ＨＩＴＥＣ

\26,015,000

入札
順序

No. 125014

那須塩原市消防団黒磯支団第２分団第４部消防詰
所新築工事

石川建設（株）

入 札 等 結 果

令和7（2025）年6月10日（火） 於
那須塩原市
電子入札システム

落札業者 落札金額

1/1ページ



(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

８ 予　定　価　格 \26,770,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

4 （株）ＤＩ・ＳＡＮＷＡＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ \26,600,000

3 福田建設（株） \26,450,000

落札

2 （株）生駒組 \26,300,000

1 石川建設（株） \26,000,000

No 入　札　者　名

７ 経　　　　　過

入札書記載金額(単位;円) 見積書記載金額(単位;円)

結 果
備　　考

第 1 回 第 2 回 第 1 回 第 2 回 第 3 回

３ 履行(納入)期間 令和7年6月26日 から 令和7年12月22日 まで

４ 入札（見積）日 令和7（2025）年6月10日 午後1時30分

５ 入札(見積)執行者 (又は委任を受けた者) 総務部 契約検査課 課長 藤川　正勝 

６ 落　　札　　額 \28,600,000 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \2,600,000 - )

主管課 総務部 危機管理課 令和7（2025）年度 建設工事等指名・入札・随意契約状況調書 番号 125014

１ 件　　　　　名 那須塩原市消防団黒磯支団第２分団第４部消防詰所新築工事

２ 履行(納入)箇所 那須塩原市　野間33-10　ほか



(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

８ 予　定　価　格 \23,720,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)

3 （株）那須電設 \23,720,000

落札

2 （株）大向電設 \23,700,000

1 （株）ＨＩＴＥＣ \23,650,000

No 入　札　者　名

７ 経　　　　　過

入札書記載金額(単位;円) 見積書記載金額(単位;円)

結 果
備　　考

第 1 回 第 2 回 第 1 回 第 2 回 第 3 回

３ 履行(納入)期間 令和7年6月26日 から 令和8年1月27日 まで

４ 入札（見積）日 令和7（2025）年6月10日 午後1時31分

５ 入札(見積)執行者 (又は委任を受けた者) 総務部 契約検査課 課長 藤川　正勝 

６ 落　　札　　額 \26,015,000 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \2,365,000 - )

主管課 上下水道部 整備課 令和7（2025）年度 建設工事等指名・入札・随意契約状況調書 番号 125018

１ 件　　　　　名 高林第２配水池定水位弁更新に伴う電気設備工事

２ 履行(納入)箇所 那須塩原市高林702



主管課 上下水道部 整備課 令和7（2025）年度 建設工事等指名・入札・随意契約状況調書 番号 125019

４ 入札（見積）日 令和7（2025）年6月10日 午後1時32分

５ 入札(見積)執行者 (又は委任を受けた者) 総務部 契約検査課 課長 藤川　正勝 

１ 件　　　　　名 国道４号配水管布設工事（第２工区）

２ 履行(納入)箇所 那須塩原市　三区町　地内

３ 履行(納入)期間 令和7年6月26日 から 令和7年11月27日 まで

結 果
備　　考

第 1 回 第 2 回 第 1 回 第 2 回

６ 落　　札　　額 \22,594,000 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \2,054,000 - )

７ 経　　　　　過

第 3 回

1 （有）新都設備 \20,540,000

No 入　札　者　名
入札書記載金額(単位;円) 見積書記載金額(単位;円)

落札

(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。)

８ 予　定　価　格 \20,650,000 (消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。)


